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はじめに
鳥獣保護管理法（鳥獣の保護及び管理並びに

狩猟の適正化に関する法律）に基づく鳥獣保護区

は，国（環境大臣）と都道府県（知事）のいずれ

かが指定することができる．

2022年 3月現在で，鹿児島県には，国が指定

した鳥獣保護区が４カ所計 5,996 ha（環境省資

料），鹿児島県知事が指定した鳥獣保護区が 128

カ所 64,203 ha（第 13次鳥獣保護管理事業計画書）

が所在する．

全国の国指定鳥獣保護区 86カ所のうち鹿児島

県には 4カ所が位置し，国が指定する４つの指定

区分（大規模生息地，集団渡来地，集団繁殖地，

希少鳥獣生息地）から各 1カ所となっている．

本稿は，鳥獣保護区と指定区分の進展を研究

する一環として，鹿児島県における国指定鳥獣保

護区（2002年の法改正までは「国設鳥獣保護区」）

の経緯とともに，現行の 4カ所における指定や

保護利用の経緯等をケーススタディーとしてまと

めたものである．また，奄美大島の湯湾岳鳥獣保

護区との関係から，同じ世界自然遺産を有する屋

久島の状況についても整理した．

文献資料は，文中および末尾のリストに示し

たほか，毎年度とりまとめられている環境省版お

よび鹿児島県版の鳥獣関係統計，狩猟者必携（鹿

児島県版），鹿児島県環境白書並びに各国指定鳥

獣保護区の指定計画書を参照した．

鹿児島県の鳥獣保護区
鳥獣保護区の指定区分や，国と都道府県の役

割分担はこれまで度々見直されており，1978年

に法改正が行われる以前の最多時には全国に約

480 箇所の国設鳥獣保護区（当時）が設定されて

いた．

鹿児島県で国設鳥獣保護区が最も多かったの

は，鳥獣関係統計や鹿児島県環境白書によると，

1979 年度から 1981 年度にかけての 15 箇所

12,262 haだった（図１）．この時期およびそれ以

前に設定されていた国設鳥獣保護区の名称等を表

１にまとめた．

この内，4カ所の国指定鳥獣保護区を除く多く

は県指定鳥獣保護区に移行しているが，鹿倉岳，

八重高原，永野，内之浦の 4カ所には，現在は鳥

獣保護区が指定されていない．

鹿児島県が現在指定している 128カ所のうち，

国も指定する４つの指定区分に分類されるのは，

集団渡来地 1カ所 172 ha（大瀬海岸），希少鳥獣

生息地 4カ所 1,208 ha（沖小島，馬毛島，金作原，

金川岳）となっている．このうち区域内に特別保

護地区が指定されているのは，ウチヤマセンニュ

ウの繁殖が確認され 2007年に指定された沖小島

鳥獣保護区（全域 5 haを特別保護地区に指定，

写真 1）のみである．

なお，鹿児島県が現在指定している鳥獣保護

区は，これら 5カ所のほか，森林鳥獣生息地が

58カ所 57,522 ha，身近な鳥獣生息地が 65カ所

5,271 haである．また，このうち特別保護地区は，

全ての指定区分を合わせても４カ所（佐多岬，宮

之浦岳，国割岳，沖小島）計 1,460 ha（鳥獣保護

区全体の約 2.3%）であり，都道府県指定の全国

平均（約 5.0 %）の 1/2以下の面積割合にとどまっ

ている．
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現行の国指定鳥獣保護区
1．霧島鳥獣保護区
　地区の概要　霧島鳥獣保護区は，県北東部から
宮崎県西部にまたがる火山群とその周辺地域から

構成されている．標高 1,700 mに達するため，暖

帯林から冷温帯林にかけて変化に富んだ林相と

なっている．また，標高 900 mから 1,200 mにか

けて生育するモミ，ツガ林や大径木を主体とする

アカマツ群落，山頂部のミヤマキリシマの大群落，

えびの高原のノカイドウの群落等，原始性の高い

自然環境が形成されている．鳥類では，クマタカ

等の猛禽類，ヤイロチョウ等が確認されている．

さらに，オオルリ，キビタキ等の森林性鳥類が数

多く生息し，点在する火山湖では，冬期にマガモ，

ヒドリガモ等のカモ類の飛来が多数確認される．

哺乳類では，タヌキ，ノウサギ，ヤマネ等の良好

な生息地となっている．これらの理由により，「大

規模生息地の保護区」として指定されている．

特に，えびの高原周辺域は，標高に応じてツ

ガ－ハイノキ群集，モミ－シキミ群集，ミズナラ

図 1．鹿児島県における鳥獣保護区の箇所数．

名称 所在地（当時） 鳥獣保護区面積 （ha）
（うち特別保護地区） 存続期間（当時） 現況

【森林鳥獣生息地】
霧島鳥獣保護区 霧島町，牧園町 4,756 (1,323) 1978.11.1–1988.10.31 国指定
佐多岬鳥獣保護区 佐多町 1,262 (157) 1972.9.20–1982.9.19 県指定
鹿倉岳鳥獣保護区 阿久根市 417 1975.11.1–1985.10.31 なし
八津野鳥獣保護区 瀬戸内町，住用村 453 1975.11.1–1985.10.31 県指定
花之江河鳥獣保護区 屋久町 1,042 1976.11.1–1986.10.31 県指定
住用鳥獣保護区 住用村 550 1976.11.1–1986.10.31 県指定
奥十曽鳥獣保護区 大口市 782 1973.11.1–1983.10.31 県指定
小杉谷鳥獣保護区 屋久町 474 1973.11.1–1983.10.31 県指定
荒川鳥獣保護区 屋久町 349 1973.11.1–1983.10.31 県指定
宮之浦岳鳥獣保護区 屋久町 498 1973.11.1–1983.10.31 県指定
国割岳鳥獣保護区 屋久町 452 1975.11.1–1985.10.31 県指定
八重高原鳥獣保護区 入来町 482 1977.11.1–1987.10.31 なし
白谷鳥獣保護区 上屋久町 404 1975.11.1–1985.10.31 県指定

【集団繁殖地】
草垣島鳥獣保護区 笠沙町 21 (21) 1973.11.1–1983.10.31 国指定

【特定鳥獣生息地】
湯湾岳鳥獣保護区 大和村，宇検村 320 (103) 1975.11.1–1985.10.31 国指定

【基本的鳥獣保護区】※

敷根鳥獣保護区 国分市 630 1964.11.5–1974.11.4 県指定
永野鳥獣保護区 薩摩町 325 1965.11.1–1975.10.31 なし
内之浦鳥獣保護区 内之浦町 1,436 1966.11.1–1976.10.31 なし
荒崎鳥獣保護区 出水市，高尾野町 1,180 始期不明 –1972.5.14 国指定
大口鶴田鳥獣保護区 大口市，鶴田村 2,531 始期不明 –1972.9.19 県指定
※上記以前に設定されていた箇所

表 1．鹿児島県における 1970–80年代の国設鳥獣保護区．

写真 1．沖小島鳥獣保護区（県指定）の全景（2023 年 5 月撮影）．
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－リョウブ群落等が垂直分布し変化に富んだ植生

となっており，急峻な谷や山地の中下部には大径

木が林立している．林内は，ノウサギ等の良好な

生息地となっており，これらを餌とするクマタカ

等猛禽類の採餌の場となっているとともに，コシ

ジロヤマドリ，アカショウビン，サンコウチョウ

等森林性鳥類の貴重な生息地となっている．また，

御池周辺域は，日本では数少ないヤイロチョウの

繁殖地として重要な区域となっている．これらに

より，当該区域は，特に保護を図る必要のある区

域として特別保護地区に指定された．

現在（存続期間 2018年 11月から 10年間）の

指定面積は 11,433 ha（うち特別保護地区 1,935 

ha），うち鹿児島県側は 4,788 ha（特別保護地区

1318 ha）で，計画書の生息鳥獣リストには，18

目 51科 178種の鳥類，5目 8科 11種の哺乳類が

掲載されている．

　指定等の経緯　当初指定は 1958年 10月 10日

で，禁猟区と併存していた旧制度での鳥獣保護区

だった．鹿児島県と宮崎県にまたがる霧島国立公

園（1934年指定，面積 21,560 ha）と重複する

20,683 ha（国有地 12,533 ha，民有地 7,980 ha，水

面 150 ha）が「冬鳥の越冬渡鳥の休息」を目的と

して鳥獣保護区に設定された（林野庁編 1969）.

この指定は全国 11番目で，当時の鳥相は 156余

種だったと記されている（中島 1969）

1963年の法改正で，旧鳥獣保護区が特別保護

地区とみなされることになったことを受け，1964

年に新制度の鳥獣保護区として 11,826 ha（うち

鹿児島県 4,772 ha）が移行し，そのうち特別保護

地区として残されたのは 1,476 ha（うち鹿児島県

946 ha）となった（林野庁編 1969）．また同時に

鹿児島県側の隣接する区域に県設霧島鳥獣保護区

1,732 haが指定された（鹿児島県林務部 1965）．

その後は 1978年，1987年，1992年に小規模な区

域変更を経て，現在に至っている．

保護利用の経緯　この地域は鳥獣保護区が指
定される以前から国立公園としての管理が行われ

ており，1953年には霧島温泉地区とえびの高原

に厚生省が国立公園管理員を配置している．当時

はミヤマキリシマの保護が主要課題で，盗掘対策，

ヤシャブシ等の除伐，キシタエダシャクの駆除な

どが展開された（大野・櫛下 2003）．鳥獣保護区

が指定された 1958年には霧島有料道路（霧島神

宮～高千穂河原間）が，1961年には霧島スカイ

ライン（霧島温泉郷～えびの高原）が開通し，観

光利用者数も大きく増加した．新制度の鳥獣保護

区に移行した 1964年には霧島国立公園が霧島屋

久国立公園に改称され，1966年にはえびの高原

にビジターセンターが開設された．1972年には，

御池の特別保護地区内 115 haが，全国 4カ所の「国

設野鳥の森」の 1つとして整備された（写真 2）．

1975年には，えびの高原で「全国野鳥保護のつ

どい」が開催され，1984年に高千穂河原ビジター

センターが開設された．

火山活動では，2011年には新燃岳が 300年ぶ

りとされるマグマ噴火を起こし，その後 2017年

にも噴火している．2015年頃から活発化してい

た硫黄山も 2018年に 250年ぶりに噴火し，えび

の高原からも一時撤退するなどの対策がとられた

他，宮崎県道 1号線の一部区間が通行止めとなり，

2022年の条件付解除まで続いた．　

環境省によると，1990年代後半からシカの生

息数増加やノカイドウ等の植生への影響が確認さ

れるようになり，2011年から捕獲やモニタリン

グ調査等の取組を開始し，2012年には林野庁と

ともに国立公園の「生態系維持回復事業計画」を

策定して事業を実施している．また，1970年代

からえびの高原にあった宿泊施設が野生動物への

餌付けを行っていることが問題視され始め（上谷

川 1985），シカの増加要因の一つとされたため，

写真 2．霧島鳥獣保護区に整備されている御池国設野鳥の
森（宮崎県側）（2022 年 6 月撮影）．
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2001年の国立公園管理計画書にも，シカの餌付

け禁止について指導する方針が明記された．その

後 2010–2015年頃にかけて，集中的な注意喚起お

よび人馴れジカの捕獲が実施された結果，現在は

餌付け行為も見られなくなり，シカと人が近接す

ることはなくなっている．

また，本地区を代表する希少種ヤイロチョウ

の繁殖個体数は減少傾向にあるため，主要な繁殖

地である御池野鳥の森において 2012年から関係

機関によるヤイロチョウ保護対策が開始された．

その後は例年，繁殖期の一定期間（5, 6月から 8

月の毎年定められる期間）に特定地域の立ち入り

制限が実施されている．

2．出水・高尾野鳥獣保護区
　地区の概要　出水・高尾野鳥獣保護区は，県北
西部の出水平野に位置し，高尾野川，野田川及び

江内川の３本の河川が流れ込む八代海に面する，

干拓地を中心とした田園地帯で，夏季は水稲，冬

季は野菜等が栽培されている．

1700年代から干拓の進展とともにナベヅル，

マナヅルが数多く渡来するようになり，近年，ナ

ベヅルは全世界の総個体数の約 9割を超える約

10,000から 15,000羽以上，マナヅルは全世界の

総個体数の約 5割に当たる約 2,000 から 3,000羽

の渡来が確認される，国際的に重要なツル類の越

冬地となっている．また，ツル類以外の渡り鳥も

多く，クロツラヘラサギ，ツクシガモ等の希少種

の渡来も確認されている．このようなツル類を始

めとする渡り鳥の越冬地としての重要性から「集

団渡来地の保護区」として指定されている．

また，当該区域一帯は，人の暮らしに身近な

田園地帯であると共に，周辺は県内有数の養鶏地

帯であり，人と鳥獣の軋轢が生じやすい．そのた

め，古くからツルおよび渡来地が天然記念物に指

定され，地域によるツル類の保護管理を図るため

の取組が実施されている．そうした中で，給餌場

所やねぐらの確保が行われている荒崎地区や東干

拓地区等を含む区域は，特にツル類等の渡り鳥の

保護を図る上で核心的な区域として，特別保護地

区に指定されている．2021年 11月には「出水ツ

ルの越冬地」として 478 haがラムサール条約湿

地に登録された．

現在（存続期間 2017年 11月から 10年間）の

指定面積は 867 ha（うち特別保護地区 453 ha）で，

現行指定計画書の生息鳥獣リストでは，16目 44

科 154種の鳥類，2目 3科 4種の哺乳類が掲載さ

れている．

　指定等の経緯　出水にツルが渡来し始めたのは
元禄年間（1700年前後）で，出水海岸の干拓が

進むにつれて，有明海沿岸に渡来していたツルが

出水平野に集まり始めたといわれている（出水市

郷土誌編集委員会 2004）．1917年には当時のねぐ

らだった阿久根の波留地区（1916年），荘地区

（1921年）とともに荒崎地区が狩猟法に基づく禁

猟区に指定され，1962年には禁猟区が 1,180 ha

に拡大された（出水市教育委員会 2017）．一方，

当地域のツルおよび渡来地は，1921年に天然記

念物，1952年に特別天然記念物に指定されてい

る．

この禁猟区は，1963年の法改正により鳥獣保

護区に移行されたため，その後 1972年までは国

設の荒崎鳥獣保護区とされていたと考えられる

（鹿児島県林務部 1965）．禁猟区からの指定期間

が満了した 1972年から 1987年までは県設鳥獣保

護区とされていた．

当初指定とされているのは 1987年 11月 1日に

「国設荒崎鳥獣保護区」として指定された日であ

る．それまでは県設鳥獣保護区だったが，1981

年の第 5次鳥獣保護事業計画の作成要領の中で，

「特定鳥獣生息地の保護区」として国が設定する

方針を示し，これが実行されたものである．しか

し実際には，前述したように 1963年から 1972年

まで国設鳥獣保護区だった時期があるため，鳥獣

行政の所管が林野庁から環境庁に移管されたこと

を経て，国設鳥獣保護区に戻されたと見ることも

できる．

なお，当時，県設荒崎鳥獣保護区に指定され

ていたのは，鳥獣統計によると 900 ha（私有地

802 ha，水面 98 ha）だったが，国設での指定は

842 ha（私有地 802 ha，公有水面 40   ha）となった．

1970年頃からカモによる農業被害が問題となり
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保護区内での駆除も行われていた（井手 1982）

ことから，水面部分を一部縮小したものと推察さ

れる．当時はすでにカモだけでなくツルも含めた

農作物被害が問題化しており，文化庁による保護

事業もこれへの対策が中心となっている中で，鳥

獣保護区国設化についての地元同意を得る見通し

がなかなか立たず，設定までに時間がかかった．

1987年 8月に開催された公聴会では，公述人 25

名という異例の多数指名が行われ，農作物被害へ

の対応を求める意見が多く出されたため，当初

10年だった設定期間を 5年間に短縮し，被害問

題等に柔軟に対応することとされた（関下 1988）

その後，1997年には「出水・高尾野鳥獣保護区」

に名称変更されるとともに特別保護地区の指定

（842 haのうち 53 ha）が行われた．これ以降は存

続期間 10 年で更新がなされている．その後 2021

年には，ラムサール条約湿地登録を見据え，高尾

野川河口の区域を鳥獣保護区に含めるとともに，

特別保護地区が 400 ha拡張されて現在に至って

いる．

保護利用の経緯　荒崎地区は 1917年に禁猟区

に指定され，1921年には天然記念物にも指定さ

れ，大正期からツル越冬地の保護が図られてきた．

1923年に開通した鹿児島本線（野田郷～米ノ津

間）は，当初の計画ではツルの生息地を通過する

ことになっていたが，内田清之助博士らの要請に

より迂回させて現在の路線になった経緯がある．

戦後 1952年には早くも野田中学校でツルクラ

ブが結成され，1955年には荘中学校にも同クラ

ブが発足した．鳥獣保護区になる前年の 1962年

には鹿児島県ツル保護会が発足し，全国で鳥獣保

護の機運が高まる中，地域が一丸となってツル保

護に取り組む体制が整えられた．1965年には負

傷したツルを扱う「療養飼育舎」が建設された（後

に 1994年にはツル保護センター，2011年には出

水市ツル診察センターが設置されている）．

1970年頃からは，カモやツルによる農業被害

が問題化し，文化庁や環境庁による被害状況調査

が実施され，それを踏まえた給餌場所，ねぐらの

借上事業を含む保護対策が進められている（写真

3）．1976年には，鳥類標識調査等の拠点となる

全国 9カ所（当時）の一級鳥類観測ステーション

の一つが蕨島に建設された．

こうした保護施策の下，越冬地に渡来するナ

ベヅル，マナヅルの個体数は年々増加していき，

1962年（禁猟区指定時）には 907羽，1987年（国

設鳥獣保護区指定時）には 8,300羽，1992年には

初めて 1万羽を超え，現在では 18,000羽もの数

が記録されるようになっている．この羽数調査は

ツルクラブの中学生たちが中心になって毎年行わ

れている．クロヅル，アネハヅル，カナダヅル，

ソデグロヅル，タンチョウも記録され，これまで

に世界のツル 15種の内 7種が確認されたことに

なる．

一方，荒崎に集中したツルの過密化を低減す

るため，1996年からは環境庁による東干拓での

借上げ保護事業（給餌とねぐら整備）が開始され

た．さらに 2002年には，出水以外への分散化を

計画的に実現するため，3省庁（環境省，農水省，

文化庁）が合同検討会を設置し提言がまとめられ

た．2006年からは山口県周南市との間で傷病ヅ

ルの移送放鳥が開始された．2014年には環境省

が「ナベヅル，マナヅルの新越冬地形成等に関す

る基本的考え方」を公表し，これを基に取組を進

めることになった．

2010年にはナベヅル 7羽の死体から高病原性

鳥インフルエンザウイルスが検出され，以降は

度々出水でも鳥インフルエンザが発生するように

なった．全国的に鳥インフルエンザが猛威をふ

るった 2022年度には，1,400羽以上のツルが回収

され（全数検査は行われていないが 9割以上が高

写真 3．出水・高尾野鳥獣保護区で実施されている給餌等
事業（2021 年１月撮影）．
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病原性鳥インフルエンザによるものと推測され

る），一時は数千羽が韓国南部（順天）に移動し

たとの情報もあった．

なお，国の保護管理体制としては，地方分権

一括法による法改正で国設鳥獣保護区の管理は国

が直接行うこととなった 2000年 4月に，鹿児島

市に環境庁鹿児島自然保護官事務所が新設され，

霧島屋久国立公園錦江湾地域などと併せて担当す

ることになった．その後 2015年 4月には鳥イン

フルエンザ問題などを受け，出水市ツル博物館ク

レインパークいずみ内に鹿児島自然保護官事務所

の出水事務室が設置され，自然保護官 1名が配置

された．同室は翌年 2016年 4月から出水自然保

護官事務所となり，当鳥獣保護区に加え，草垣島

鳥獣保護区や藺牟田池ベッコウトンボ生息地保護

区の保護管理を担当している .

その後，2020年の特別保護地区の拡張，2021

年のラムサール湿地登録を経て，翌 2022年には

出水市が日本初のラムサール湿地自治体の認証

（新潟市と同時）を受けた．

3．草垣島鳥獣保護区
　地区の概要　草垣島鳥獣保護区は，枕崎の西約
90 kmの東シナ海に位置する草垣群島のうち上ノ

島本島の全域である．最高標高地点は 130 ｍで，

海岸は急峻な海食崖となっている．島の中心部周

辺には，モクタチバナ，シマグワ，ハマビワ，ア

コウなどの木本類と，ハチジョウススキ，ヒゲス

ゲなどの草本類が繁茂している．上ノ島は，草垣

群島の中で最も大きい無人島で，人間活動による

鳥類への影響が少なく，オオミズナギドリ及びカ

ツオドリの重要な集団繁殖地となっており（写真

4），ウミスズメ，アオツラカツオドリ，ハヤブサ，

チゴモズ，サンショウクイ等の希少鳥類の生息も

確認されている．海鳥類の繁殖の場又は生息の場

として重要であることから「集団繁殖地の保護区」

として指定されている．さらに，集団繁殖する海

鳥類の繁殖地の保護を図るため，その全域が特に

重要であることから特別保護地区にも指定されて

いる．

現在（存続期間 2003年 11月から 20年間）の

指定面積は 21 ha（全域が特別保護地区）で，現

行指定計画書の生息鳥獣リストでは，14目 37科

150種の鳥類，哺乳類はクマネズミ 1種が掲載さ

れている．

指定等の経緯　当初指定は 1973年 11月 1日で，

現在と同じ 21 haの区域（全域が特別保護地区）

が存続期間 10年間で設定された．

その後 1983年の更新以降は，存続期間は 20

年間とされ，2003年の更新を経て現在に至って

いる（2023年更新予定）

なお，天然記念物など他法令に基づく保護地

域の指定は行われていない．

保護利用の経緯　上ノ島には 1932年から灯台

職員が滞在勤務していたが，1986年に灯台が無

人化され以降は無人島となっている．

鳥獣保護区の指定以前に遡ると，オオミズナ

ギドリについては，1953年 5月 30日に鹿児島大

学が宇治群島調査の一環として草垣上島に上陸し

た記録の中で「矮林内には大水凪鳥の巣が無数に

あり，夕方に至ればその数千羽がねぐらに帰って

来る様は実に壮観である」と記している（鹿児島

大学南方産業科学研究所 1956）．カツオドリにつ

いては，1963–67年に東京水産大学練習船海鷹丸

船長の小沢敬次郎らが調査した記録が報告されて

おり，当時上ノ島の灯台勤務者からもカツオドリ

が繁殖している旨の報告があることも記載されて

いる．当時，日本近海でのカツオドリの繁殖地は

小笠原群島，尖閣諸島のみ知られていたが，草垣

島と伊豆諸島スミス島にも生息していることが明

らかになり，男女群島では未確認だったことから，

北西太平洋における北限（北緯 31度付近）だと

考察されていた（小沢 1966，小沢・五月女

1968）．

指定前年の 1973年 8月に環境庁委託「特定鳥

類等調査」として㈶日本野鳥の会（代表調査員迫

静男）による調査が行われている．報告書には調

査が初めてであると記載されており，実質的に鳥

獣保護区の指定調査の役割を果たしたと考えられ

る．この調査では，島内 10カ所に 10 m × 10 ｍ

の調査区を設け，巣の数としてカツオドリ 251個，

オオミズナギドリ 146個がカウントされている．
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これによりオオミズナギドリについては，推定生

息数を 14万羽とされた．また，2種の繁殖地と

しての環境は良好だが，1967年から灯台職員の

飼育している犬が被害を与えている可能性がある

こと，灯台を中心としてネズミ類が認められてい

ることから，将来は灯台を無人化することが望ま

しいと指摘した（環境庁 1973）．

その後，1980年 7月には日本野鳥の会テクニ

カルチームがカツオドリとオオミズナギドリの生

息状況調査を行い，10 m × 10 mあたりのカツオ

ドリの使用巣 1.20±0.56個（総使用巣数 604±284

個と推定），オオミズナギドリの巣穴 47.61±10.24

個（総巣穴数 39,897±8,581個と推定）とされた．

また，ネズミの影響に加え，多数来島する釣人に

よる干渉が心配されると指摘している．1990年

10月および 1998年 10–11月に鮫島らが行った調

査では，上ノ島全域にクマネズミが多数生息して

いることが確認されるとともに，過去の記録を含

め 148種の草垣島鳥類目録が作成された．

2003年の 2回目の更新時には，1990年，1998

年の調査に加え，2000年 11月，2002年に行われ

た調査（いずれも鮫島ほか，環境省，鹿児島県に

よる）の結果がまとめられ，カツオドリの定点カ

ウント，オオミズナギドリの出会数カウント，営

巣状況のコドラート調査からは大きな変化は見ら

れないとされた（鹿児島県環境技術協会 2003）． 

2003年に鹿児島県立博物館の事業として上陸調

査を実施した中間・小倉は，生息数や繁殖個体数

を正確に把握することの難しさを改めて指摘する

とともに，クマネズミの影響が大きく，かつて記

録されたシマセンニュウはウチヤマセンニュウの

可能性が高いが，クマネズミによる卵の捕食など

で個体群が消滅した可能性も考えられると記した．

その後，2006年 11月，2010年 9月にも 1990

年以来の手法により両種等の生息状況調査が行わ

れた（鹿児島県環境技術協会 2007, 2010）．2023

年の更新を控えた 2022年には，9月に現地調査

が行われ，1990年以来の定点カウント，コドラー

ト調査等のデータが整理された（株式会社コンパ

ス 2022）．これによると，カツオドリ，オオミズ

ナギドリについては，年変動や調査時期による差

が大きいものの，生息数に大きな変化はなく，繁

殖地として安定したポテンシャルを維持している

と考察された．草垣島鳥類目録については，延べ

18目 46科 158種（亜種を含む）に増加した．

2010年の調査で新たに確認されたアカアシカツ

オドリは繁殖している可能性も高く動向に注視が

必要とされた．クマネズミは，異常繁殖している

とされた 1990年以降も，増減は大きいが経年的

に生息が確認され，食性分析等では，オオミズナ

ギドリやカツオドリも検出されている．現時点で

の両種の生息の存続に悪影響を与えるほどではな

いと考えられるものの，引き続き生息動向に注意

が必要だと指摘されている．

この間，国の保護管理体制としては， 2000年 4

月以降は九州地区自然保護事務所（2005年に九

州地方環境事務所に改組）で直接所管していたが，

2016年 4月に出水自然保護官事務所が設置され

てからは，同事務所が本鳥獣保護区の保護管理を

担当している．国指定鳥獣保護区管理員は選任さ

れておらず，上述の調査や自然保護官等による巡

回巡視が実施されている．　

なお，鳥獣保護区から約 3.8 km離れた下ノ島

では，2004年 10月に民間業者による採石事業が

計画され，県に採石法に基づく認可申請がなされ

た．これに対して 2005年 8月に県は漁業や自然

環境への影響などを理由に不認可としたが，業者

は公害等調整委員会に裁定を申請し，2007年 5

月に同委員会が処分を取消す裁定を下した．その

ため，県は 2007年 8月に採取計画を認可した．

写真 4．草垣島鳥獣保護区で集団繁殖するカツオドリ（環
境省 HP より許諾を受けて転載）．
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4．湯湾岳鳥獣保護区
　地区の概要　湯湾岳鳥獣保護区は，奄美大島の
最高峰である湯湾岳を中心とした中央山地の標高

230ｍから 694 ｍまでの地域に位置している．同

島は，大陸から約 100万年から 150万年前と古い

時期に隔離されたことが知られている．現在の中

央山地にはスダジイ，オキナワウラジロガシ，タ

ブノキ，イスノキ等の常緑広葉樹が優占している．

鳥類では，絶滅危惧種とされるオオトラツグ

ミ，アマミヤマシギ，オーストンオオアカゲラ，

アマミコゲラ，サンショウクイ，アカヒゲ及びル

リカケスの生息が確認されている．哺乳類では，

ヤンバルホオヒゲコウモリ，アマミノクロウサギ，

ケナガネズミ及びリュウキュウテングコウモリな

どが確認されている．これらの希少種をはじめと

した多様な鳥獣類の生息地及び採餌の場として利

用されていることから，「希少鳥獣生息地の保護

区」として指定されている．

さらに，当保護区の中でも標高 430 ｍから 694 

ｍまでにある森林は，1998年に新種として記載

されたヤンバルホオヒゲコウモリ及びリュウキュ

ウテングコウモリの奄美大島における最も重要な

繁殖及び採餌の場として利用されており，特に重

要な区域として特別保護地区に指定されている．

現在（存続期間 2005年 11月から 20年間）の

指定面積は 320 ha（うち特別保護地区 103 ha）で，

現行指定計画書の生息鳥獣リストでは，8目 20

科 45種の鳥類，6目 8科 10種の哺乳類が掲載さ

れている．

　指定等の経緯　当初指定は，1965年 11月 1日

で，現在と同じ 320 ha（国有地 168 ha，民有地

152 ha）が存続期間 10年で設定された．

その後，1975年の更新を経て，1977年には，

現在と同じ 103 ha（全域国有地）が特別保護地区

に指定された．これは，1974年 2月に指定され

た奄美群島国立公園（特別保護地区）と重複する

こととなった区域を，鳥獣保護区としても特別保

護地区に指定したものである．1968年の奄美群

島自然公園予定地基本調査書（鹿児島県 1968）

の中で田村剛は，「原始林の姿をよく保存するも

のは湯湾岳で，頂上を過る分水嶺の南（国有林

30林班）とこれを囲む各部落有林に，東南の宇

検村有林と国有林 2林班を加えるならば，面積

3,000 haとなり，自然公園の中心として，鳥獣保

護林としても役立つであろう」と述べている．し

かし，このエリアで実際に国定公園に指定された

のは，鳥獣保護区特別保護地区に指定された国有

林 30林班の 103 haのみにとどまった．

1985年には，特別保護地区とともに存続期間

が 20年として更新設定された．さらに，2005年

の更新指定を経て現在に至っている．

また，本鳥獣保護区の保護対象である希少鳥

獣のうちルリカケスは，2006年にレッドリスト

のランク外になったことを受け，2008年には種

の保存法施行（1993年）後初めて国内希少野生

動植物種の指定が解除された．このため，鳥獣法

の希少鳥獣からも除外された．

2017年に奄美群島国立公園が指定された際に

は，国定公園と重複していた特別保護地区だけで

はなく，湯湾岳鳥獣保護区の全域が国立公園（第

2種特別地域以上）に含まれることになった．鳥

獣保護区の特別保護地域でない区域や鳥獣保護区

外の隣接地も国立公園の特別保護地区に指定さ

れ，さらに 2021年に登録された世界自然遺産区

域にも含まれた．2025年の更新時には，これと

整合を取る形での鳥獣保護区および特別保護地区

の拡張が行われることが予想される．

保護利用の経緯　前述の通り，湯湾岳鳥獣保
護区は，奄美大島に分布する希少鳥獣の生息地の

ごく一部にすぎず，区域外でも国立・国定公園や

天然記念物としての保護が幅広く行われている．

アマミノクロウサギは 1921年に国指定の天然記

念物，1964年には特別天然記念物とされ，さらに，

アカヒゲ（1970年），オーストンオオアカゲラ

（1971年），オオトラツグミ（1971年），ルリカケ

ス（1921年），ケナガネズミ（1972年），トゲネ

ズミ（1972年）が国の天然記念物に指定されて

いる．

当鳥獣保護区が指定された 1960年代，奄美大

島の人々は，日々の生活の中でハブの恐怖に怯え，

耕作地では凄まじいイノシシの被害と戦いなが

ら，ルリカケスやアマミノクロウサギのすむ森と



RESEARCH ARTICLES Nature of Kagoshima Vol. 50

45

近接した里で暮らしていた．その様子は，ちょう

どこの時代に奄美大島へ精力的に取材に出かけ数

多くの作品を遺した椋鳩十の著作にも描かれてい

る（椋 1967，1968–69，1974など）．ハブ毒に対

する血清は 1900年頃から作られていたが，1959

年に凍結乾燥抗毒素が開発され僻地での治療が可

能になったことで致死率が画期的に低下した経緯

がある．また，ハブ退治のために沖縄からマングー

スが導入され，奄美大島の赤崎で約 30頭が放獣

されたのは 1979年である．

1990年頃には島内 2カ所でゴルフ場建設計画

が浮上し，これを巡って 1995年にいわゆる「奄

美自然の権利訴訟（アマミノクロウサギ訴訟）」

が始まった．日本の自然の権利訴訟の第一号とし

て注目を集めた本件訴訟は，提訴から約 6年後の

2001年 1月に原告適格を否定して訴えを却下す

る第一審鹿児島地裁判決が下された．法廷は，ア

マミノクロウサギ外 3名（オオトラツグミ，アマ

ミヤマシギ，ルリカケス）の動物が原告として名

を連ねていたことからもっぱら原告適格論争の場

となり，森林法，文化財保護法，種の保存法に係

る処分の違法性には判断が及ばなかった．しかし，

原告側では，争点となった 2つのゴルフ場開発は

結果的に阻止できたとしている（関根 2007）．な

お，2002年には福岡高裁で「自然の権利訴訟」

の控訴審が行われたが，一審と同じく原告適格な

しとして控訴棄却とされた．原告は当初の目的を

はるかに越える成果を得たとして上告を見送って

いる．また，この訴訟が行われていた間，1996

年 6月には国会に「アマミノクロウサギを守る議

員連盟」が発足，岩垂環境庁長官（当時）が新た

な鳥獣保護区の設定や湯湾岳鳥獣保護区の拡大を

検討する方針を示した．さらに，同年 8月に「奄

美野生生物保護センター」を設置することを発表，

同年 10月には IUCN総会でクロウサギ保護決議

がなされるなど大きな動きがあった．その後，湯

湾岳鳥獣保護区の拡張は行われず，1997年に金

作原鳥獣保護区（名瀬市金作原，297 ha），1998

年に金川岳鳥獣保護区（住用村金川岳，158 ha）

の 2つの県設鳥獣保護区が新設された．いずれも

指定区分は特定鳥獣生息地（当時）である．また，

大和村思勝に設置場所が決まった「奄美野生生物

保護センター」は 4年がかりで整備が進められ

2000年 4月に開所した．同時に自然保護官 1名

が配置され，翌年の環境省設置を経て定員も拡充

されていった．同センターは，設置当初から本格

的なマングース駆除に着手し，2005年からは完

全排除を目標にした外来生物法に基づく防除事業

が開始され，実行部隊として「奄美マングースバ

スターズ」が結成された．防除事業は，ピーク時

には 40余名の体制で 3万個を超えるわなを設置

し，年間約 3千頭を超える捕獲を行った．最後の

捕獲となった 2018年 4月までに総計で 2万頭（有

害駆除を含めると 3万頭）を超える捕獲数が記録

されている．　　　

2015年には鳥獣保護区内で，防衛省の通信鉄

塔建設計画（高さ約 50 ｍと約 25 ｍの 2基の新設）

が明らかになり，すでに世界自然遺産候補地に含

まれていた湯湾岳に近すぎるとして，自然保護団

体や候補地科学委員会のメンバーからも懸念の声

が上がった．予定地は 2017年に国立公園第 2種

特別地域となった場所で，世界遺産登録推薦にお

いては緩衝地帯に位置付けられた．世界遺産登録

の推薦時期と重なり反対の声が相次いだことか

ら，整備計画地は，隣接する既設の無線中継所の

敷地内に変更された．結果的に開発済みの土地に

収められたが，変更後の整備箇所も鳥獣保護区内

で国立公園第 2種特別地域内であった（常田・外

尾 2021）．

2017年には奄美群島国立公園が指定され，

2021年には登録延期・再推薦を経てようやく世

写真 5．湯湾岳鳥獣保護区の旧山頂地点（2021 年 2 月撮影）．
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界自然遺産としての登録が果たされたが，鳥獣保

護区との関係は前述のとおりである．

世界遺産登録後の 2022年 11月には，国立公園

の施設整備事業として，湯湾岳山頂手前の祠広場

に高さ 5.52 mの展望台が整備・供用された．こ

れは，元々展望のきかない森林内に位置する山頂

部（写真 5）が，希少・固有の動植物が極めて多く，

世界遺産登録地にも含まれたことを受け，展望台

設置地点から山頂までの間約 250 mの立入規制措

置と併せて実施されたものである．

屋久島・口永良部島における鳥獣保護区
1．屋久島における国指定鳥獣保護区　

1993年に世界自然遺産に登録された屋久島に

は，現在は国指定鳥獣保護区はなく，県指定の鳥

獣保護区が 8箇所，合計 3,911 ha指定されている

（表 2）．また，口永良部島は全域（3,577 ha）が

県指定鳥獣保護区である．

これらのうち宮之浦岳鳥獣保護区（498 ha）と

国割岳鳥獣保護区（800 ha）（写真 6）は全域が特

別保護地区に指定されている．

この 2つの鳥獣保護区特別保護地区の全域と，

小杉谷鳥獣保護区（474 ha），荒川鳥獣保護区（349 
ha），花之江河鳥獣保護区（1,042 ha）の一部が世

界自然遺産地域にも含まれている（環境省ほか，
2012）．

また，8箇所の県指定鳥獣保護区のうち，世界

遺産地域に係る 5箇所に白谷鳥獣保護区（404 

ha）を加えた 6箇所の鳥獣保護区は，1983–1986

年頃までは，国設鳥獣保護区とされていた．

2．屋久島における保護管理の概要　
1950年代頃まで屋久島では国有林を含めて禁

猟とされる場所はなく，シカやイタチの狩猟やサ

ルの許可捕獲が広範囲に行われていた（服部

2021）．

ヤクシカについては，1950年頃には 10,000頭

以上生息していたが 1960年代半ばには 3,400–

4,900頭くらいにまで減少したとされ，1971年か

ら全面禁猟措置がとられた．その後，生息頭数が

増えてスギ造林地や果樹園での被害が発生したと

して，1978年以降は年間 100–300頭の有害駆除

捕獲が行われている．1998 年には国有林内での

狩猟事故が発生し，国有林内での有害駆除が実施

されなくなり，農地周辺での捕獲が増加したとい

われている．世界遺産登録後の 1990年代半ばか

らヤクシカの生息頭数が急速に増加し，農林業被

害に止まらず，森林植生の変化，固有植物種の絶

滅が危惧されるようになり，2007年にメスジカ

の狩猟が，2009年にはオスジカの狩猟が解禁さ

れた．2010年からは国有林内を含めて年間 1,000

頭を超える集中的なヤクシカの捕獲事業が開始さ

れた（辻野 2014）．屋久島世界遺産地域科学委員

会の下にヤクシカ・ワーキンググループが置かれ，

環境省・農林水産省は自然公園法に基づく生態系

維持回復計画を，鹿児島県は第二種特定鳥獣（ヤ

クシカ）管理計画を策定し，個体数調整等の管理

が継続的に実施されている．

ヤクシマザルについては，1970年頃から野生

のニホンザルが果樹などの農作物に大きな被害を

与えるようになり，対策として毎年 400–500頭の

駆除が実施され，ニホンザルの南限にあたる固有

亜種の保護上の問題も指摘されている．農作物被

害額は減少傾向にある一方，捕獲数は 2009年以

降に急増し近年は平均して年間 1,000頭以上が捕

獲されている（宮田ほか 2017）．

屋久島には，他法令に基づく国指定の保護地

域として，1964年に霧島屋久国立公園として指

定され 2012年に屋久島国立公園として拡張・独

立された国立公園区域，1975年に指定された屋

久島原生自然環境保全地域がある．現在の県指定

鳥獣保護区は，矢筈岳と宮之浦を除き，屋久島国

立公園と重複した区域が指定されている．花之江

名称 指定面積 ha
（特別保護地区）

遺産地域
との関係

国設鳥獣保護区
の設定期限

小杉谷 474 一部 1983.10.31
荒川 349 一部 1983.10.31

宮之浦岳 498 (498) 全域 1983.10.31
花之江河 1042 一部 1986.10.31

白谷 404 1985.10.31
国割岳 800 (800) 全域 1985.10.31
矢筈岳 49
宮之浦 295

表 2．屋久島における鳥獣保護区．
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河鳥獣保護区は，屋久島原生自然環境保全地域と

も一部が重複している．

日本の世界自然遺産 5地域のうち，登録区域

内に国指定鳥獣保護区が指定されていないのは屋

久島のみである．屋久島と同時に日本初の登録を

受けた白神山地は，登録後約 10年を経た 2004年

に登録区域 16,971 ha全域を含む 17,157 haが「大

規模生息地の保護区」として国指定鳥獣保護区に

指定されている．

3．口永良部島鳥獣保護区
鹿児島県が口永良部島を鳥獣保護区に指定（当

時は設定）したのは 1989年で，指定区分は森林

鳥獣生息地である．指定面積は 3,804 ha（全て民

有地）とされていたが，2回目の更新時（2009年）

からは 3,577 ha（国有地 807 ha，民有地 2,770 ha）

に変更されている．この変更は，現在の指定範囲

も島全域となっていることから，区域を縮小した

のではなく，当時の計測値や所有実態に合わせた

ものと推察される．

前述した通り，屋久島には過去に国設鳥獣保

護区があり現在は全て県指定鳥獣保護区になって

いるが，この間，口永良部島に国設鳥獣保護区が

存在したことはなかった．地方分権一括法以前の

「国設鳥獣保護区設定計画」に候補地として挙げ

られたこともなかった．しかし，2007年 3月 23

日に都道府県に通知された「国指定鳥獣保護区指

定計画」には，希少鳥獣生息地の未指定地として

口永良部島が掲載されていたとされる（鳥獣保護

管理研究会編 2008）．

口永良部島が霧島屋久国立公園（当時）に編

入されたのが同 2007年 3月 30日のことであり，

併せて国指定鳥獣保護区に移行すべきという意向

があったことは当然であろう．当時，エラブオオ

コウモリの天然記念物指定（1995年）を受けて

上屋久町が調査を実施し，推定生息数を 50–100

頭と算出し，数十年前の数百頭から大きく減少し

たとされていた．また，2000年代の半ばまで集

落周辺には出現しなかったヤクシカが増加して農

作物被害が発生し始め，すでに野生化していたノ

ヤギとともに生態系や生活環境への悪影響が懸念

されていた（子々孫々の口永良部島を夢見るえら

ぶ年寄り組 2020）．

その後，2014年から 2020年にかけて新岳の噴

火が繰り返され，エラブオオコウモリの生息環境

の変化が懸念される中で，2019年にはエラブオ

オコウモリが国内希少野生動植物種に新規指定さ

れた．しかし，口永良部島鳥獣保護区の国指定へ

の移行は実行されず，2019年にも鹿児島県指定

鳥獣保護区として 3回目の更新指定が行われて現

在に至っている．

考　察
霧島鳥獣保護区は，旧制度から引き継がれた

歴史のある鳥獣保護区であり，全域が国立公園と

重複していることなど，「大規模生息地の保護区」

としては典型的な地域だと考えられる．シカによ

る植生被害対策も国立公園の事業として行われて

いるが，御池の「国設野鳥の森」は現在でも全国

に 4カ所しか設置されておらず特記されるべき存

在である．

出水・高尾野鳥獣保護区は，ツル類の集団渡

来地であること，区域の 80%以上が農地である

ことなど，ガン・カモ・ハクチョウ類の渡来する

湖沼やシギ・チドリ類の渡来する干潟が主に指定

されている「集団渡来地の保護区」の中では特徴

的な地域といえる．一方，特別保護地区を拡張し

てラムサール湿地として登録された経緯は全国的

な状況を反映している．鳥インフルエンザへの対

応も含め，渡来地の過密化を低減させ分散化を進

めることが大きな課題となっていることも特徴的

写真 6．国割岳鳥獣保護区（県指定）を縦断する屋久島西
部林道（2021 年 11 月撮影）．
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である．

草垣島鳥獣保護区は，海鳥の集団繁殖地であ

ること，無人島となっていること，全域を特別保

護地区に指定していることなど，「集団繁殖地の

保護区」として典型的な地域である．外来生物（ク

マネズミ）による影響が懸念されることも他地域

と共通しているが，文化財保護法を含め他法令の

保護地域との重複が全くないことは特徴的といえ

る．鳥獣保護区管理員は選任されていないが，環

境省による調査・巡視が行われており，更新時以

外にも適宜モニタリング結果をフィードバックす

る体制が求められる．

湯湾岳鳥獣保護区は「希少鳥獣生息地の保護

区」の中では，比較的指定年代が古く，対象とす

る希少鳥獣種が多いことが特徴的である．しかし，

指定面積が小さく，対象とする希少鳥獣の生息地

のごく一部であり，国立公園，天然記念物，保安

林との重複が大きい．種の保存法による保護増殖

事業をはじめ，これら他法令による事業との連携，

補完の体制が極めて重要である．世界遺産登録区

域と整合させる観点からも，次回指定（更新）時

には，鳥獣保護区および特別保護地区の区域拡張

が期待される．また，希少鳥獣生息地である金作

原，金川岳をはじめとする奄美大島内の県指定鳥

獣保護区についても，同様に更新時には，特別保

護地区の指定等の拡充が検討されるべきである．

世界自然遺産，国立公園との関係を整理する

観点では，屋久島においても同様の課題が認識さ

れる．白神山地での前例やシカ対策の効果的な推

進等の観点からも，全域が遺産地域に含まれる鳥

獣保護区や口永良部島については，世界遺産登録

以前に国指定だったことや国指定候補地として公

表されたこと等の経緯も踏まえ，県指定から国指

定への移行を含め，鳥獣保護区および特別保護地

区の指定面積の拡充を検討すべきであろう．
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